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令和６年６月２７日 

入札公告 

 

一般競争入札について 

 

（公社）姫路観光コンベンションビューロー 

理事長 齋木 俊治郎 

  

下記のとおり入札を実施しますので、参加を希望する場合には、「一般競争入札参加申込書」に

関係書類を添付のうえ提出してください。 

 

記 

 

１ 業務名 

姫路城下足袋作製業務 

 

２ 納入場所  

姫路観光コンベンションビューロー（姫路市本町６８番地） 

 

３ 業務期間  

契約締結日から令和６年８月２０日（火）まで 

 

４ 業務内容  

姫路城下足袋作製業務仕様書のとおり 

 

５ 最低制限価格 

  無し 

 

６ 入札に参加する者に必要な資格 

入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

⑴ 姫路市に業者登録しており姫路市の入札参加資格を有している、若しくは公益社団法人姫 

路観光コンベンションビューロー（以下「ビューロー」という。）の会員であること。 

⑵ 姫路市入札参加資格制限基準（平成２５年３月２５日制定）の規定による資格制限（以下「入 

札参加資格制限」という。）を受けていない者であること。 

⑶ 姫路市が行う建設工事等の契約からの暴力団排除に関する要綱（平成２５年４月１日制定。

以下「暴力団排除要綱」という。）第３条に定める排除対象業者に該当していない者であるこ

と。 
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⑷ 法人にあっては、姫路市税（以下「市税」という。）、消費税及び地方消費税並びに法人税に

滞納がない者であること。個人にあっては、市税、消費税及び地方消費税並びに所得税に滞納

がない者であること。 

⑸ 公告の日から落札決定の日までの間において、次の全てに該当する者であること。 

ア 姫路市登録業者指名停止等措置要綱（昭和６２年６月２５日制定）の規定による指名停止 

（以下「指名停止」という。）を受けていない者 

イ 指名停止の措置要件に該当しない者 

⑹ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て（同法附則第２条

の規定によりなお従前の例によることとされる場合における更生手続開始の申立てを含む。）

がなされていないこと又は当該申立てがなされている場合において、国土交通省の一般競争参

加資格の再認定を受けていること。 

⑺ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない

こと又は当該申立てがなされている場合において、国土交通省の一般競争参加資格の再認定を

受けていること。 

⑻ 他の参加表明者との間に次のアからウまでのいずれにも該当する関係がないこと。 

ア 資本関係 

次のいずれかに該当する２者の場合をいう。ただし、子会社（会社法（平成１７年法律第 

８６号）第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一方が会社更 

生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再生法第２条 

第４号に規定する再生手続（以下「再生手続」という。）が存続中の会社である場合を除く。

(ｱ) 親会社（会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社の関係 

にある場合 

(ｲ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

イ 人的関係 

次のいずれかに該当する２者の場合をいう。ただし、(ｱ)については、会社の一方が更生会 

社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。 

(ｱ) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

(ｲ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事再生法第６４ 

条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる関係 

次のいずれかに該当する２者の場合をいう。 

(ｱ) 組合とその組合員 

(ｲ) 一方の会社の代表者と他方の会社の代表者が、夫婦の関係である場合 

 

７ 入札参加申込及び入札参加資格の確認 

入札に参加を希望する者は、次のとおり申込をし、入札参加資格の確認を受けなければならな 

い。 

⑴ 申込期間 令和６年６月２７日（木）から令和６年７月４日（木）正午まで 
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（土曜日、日曜日を除く。） 

⑵ 申込時間 午前９時から午後５時まで（ただし、７月４日（木）のみ正午まで） 

⑶ 提出先 ビューロー（姫路市本町６８番地）  

⑷ 提出方法 持参または郵送により提出 

ただし、郵送については、郵便記録が確認できるもの（書留郵便等配達の記録が確認できる

もの）とし、かつ申請期間に必着のこと。申請期間内に到着しない場合は無効とする。 

⑸ 提出書類等 

ア 一般競争入札参加申込書（様式第１号）  

イ 誓約書（様式第３号） 

ウ 関連企業申告書（様式第４号） 

 エ 履歴事項全部証明書（ビューローの会員で姫路市に業者登録を行っていない法人に限る。） 

 オ 市税の納税証明書（一般競争入札参加用、公告日以後に発行されたものの原本、市税の納 

税義務がある場合に限る。）  

  カ 所得税並びに消費税及び地方消費税に未納がないことの納税証明書（税務署様式その３の 

２）又は法人税並びに消費税及び地方消費税に未納がないことの納税証明書（税務署様式そ 

の３の３）（公告日以後に発行されたものの原本） 

⑹ 入札参加資格の有無 

ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和６年７月５日（金）午後５時までに電

子メールにて連絡し、後日その理由書を送付する。 

イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和６年７月５日（金）午後５時までに「一

般競争入札参加資格者証」（以下「参加資格者証」という。）を電子メールで送付する。 

ウ 入札参加資格が「無し」と確認された者は、ビューローに対し、説明を求めることができ

る。その場合は、令和６年７月９日（火）正午までに、入札参加資格が「無し」と確認され

たことに対する理由を請求する旨を、書面（様式は任意）又は電子メール（送信先：hime-

kanko@himeji-kanko.jp）によりビューローに提出すること。期日までに当該請求があった

場合は、ビューローはこれに対し、速やかに回答する。 

 ⑺ 提出された書類等は返却しない。 

 

８ 質疑及び回答 

入札に関して質疑がある場合は、指定の質疑書（様式第６号）に質疑内容を記入のうえ、下記

の「⑵ 質疑提出先（送信先アドレス）」宛てに電子メールで送信すること。 

なお、質問書の内容に入札参加者名を特定できる記載があるときは、回答しない。 

⑴ 質疑提出期間 

令和６年６月２７日（木）から令和６年７月４日（木）正午まで 

⑵ 質疑提出先（送信先アドレス） 

hime-kanko@himeji-kanko.jp 

  ⑶ 質疑回答日  

令和６年７月９日（火）までに電子メールで回答する。なお、質疑及び回答の全部を参加資 
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格者証の交付を受けた者全員に対し、送付するものとする。 

 

９ 入札及び開札の日時等 

⑴ 日時 令和６年７月１６日（火）午前１１時 

⑵ 場所 ビューロー 姫路城総合管理室会議室 

⑶ 方法 上記⑴の日時に持参とし、開札に立ち会うこと。 

 

１０ 契約保証金 

   契約時に必要となる保証金については、公益社団法人姫路観光コンベンションビューロー経

理規則第４８条の規定を適用する。 

 

１１ 入札に関する事項 

 ⑴ 入札書は指定する様式を使用すること。 

 ⑵ 入札書の日付は、入札書の記入日を記載すること。 

⑶ 通貨の単位は円とし、千円単位とすること。 

⑷ 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

税抜きの金額を入札書に記載すること。 

⑸ 入札書は封筒に入れ、封筒は密封すること。代理人が入札する場合は、入札書と委任状を同

封すること。 

⑹ 一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 

⑺ 入札参加申込後に、入札を辞退する場合、入札日前日までに辞退届（様式第５号）を郵送（書

留郵便等配達の記録が確認できるもの）又は持参で提出すること。なお、辞退届を提出した後

は、辞退届を撤回することはできない。 

  

１２ 入札の無効に関する事項 

次に掲げる入札は無効とする。 

⑴ 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札 

⑵ 入札に参加する資格を有しない者のした入札 

⑶ 談合その他不正な行為によってなされたと認められる入札 

⑷ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者の入札 

 ⑸ 入札書に記名押印のない入札 

 ⑹ 委任のある場合、代理人の氏名若しくは押印のない入札書による入札又は委任状のない入札 

⑺ 金額を訂正した入札 

⑻ 入札書中、必要な文字を欠き、又は判読できない入札 

⑼  その他入札に関する条件に違反した入札 

 

１３ 落札者の決定  

 ⑴ 予定価格の範囲内で入札を行った者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者と決定 
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する。 

⑵ 開札の結果、落札者となるべき同価格の入札をした者が２者以上ある場合は、くじによって 

落札者を決定することとする。この場合において、落札者となるべき同価格の入札をした者は、 

くじを引くことを辞退することはできない。 

⑶ 落札者は、契約締結までに、暴力団排除要綱様式第３号に定める暴力団排除に関する誓約書  

をビューローに提出しなければならない。 

 

１４ 再度入札に関する事項 

 ⑴ 初回の入札において落札者となるべき入札をした者がない場合は、直ちに再度の入札を行う。

再度入札は２回まで行い、再度入札でも落札者が決定しないときは、再度入札において、最低

の価格で入札した者と随意契約の交渉を行うこととする。 

⑵ 再度入札には、前の入札において入札に参加しなかった者、無効とされた者は参加できない。 

⑶ 再度入札に備え、入札書に使用した印鑑を持参すること。 

 

１５ 契約条件等 

⑴ 落札者は、落札決定後速やかに契約締結すること。 

⑵ 落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。 

⑶ 契約金額は、入札書に記載された金額（税抜）に消費税及び地方消費税相当額を加えた額と

する。 

⑷ 落札決定後、契約締結までの間に落札した者が、入札参加資格制限若しくは排除対象業者に

該当し、又は指名停止を受けた場合は、契約を締結しないことがある。 

 


